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かんたん！ 社会保険料算出プログラムかんたん！ 社会保険料算出プログラム 福島県版

■郡山法人会のホームページから社会保険料が簡単に計算できます！　
　 http://www.koriyama-hojinkai.or.jp/

■こんなことができます！

　平成27年4月分から健康保険と介護保険の料率が変更になりました。
　そこで、保険料の改訂に伴う従業員の方々の無用な混乱と不安を和らげ
るとともに、給与事務担当者が社員の方々にこの改正を正しく説明できるよう
「社会保険料算出プログラム」を作成しましたので、ご利用下さい。
　なお、健康保険料率は都道府県ごとになっていますので、ご留意下さい。

年齢、給与月額、年間賞与を入力するだけ！
↓

１.健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が一発で計算！
２.各従業員に印刷して配布すれば、正しい知識の周知徹底
が図れます。
３.経営者にとっては会社負担の1/2の金額を把握して、労務
管理に活用できます。



個人の確定申告が間違っていたときは
税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 吉田 和美

税のミニ通信

「ふるさと納税」とは簡単に言うと「地方へ寄付をすること」です。例えば、『自分の
生まれ故郷』や『自分の故郷ではないがあるプロジェクトを抱える小さな市町村』を
応援したいという納税者の思いを地方公共団体への寄附という形で表したものあ
り、寄附金控除の一種です。自分の生まれた故郷でも応援したい自治体でも、どの自
治体でも寄附の対象となります。

 Ⅰ　ふるさと納税の概要
控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要です。寄附金

の額に応じて、その年分の所得税の負担と翌年の住民税の負担が軽減されるという
仕組みです。
都道府県・市区町村に対して寄附（ふるさと納税）をすると、年収や世帯構成などにより異なりますが、現

行では寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、原則として所得税と個人住民税か
ら全額が控除されます。
例えば、10,000円寄附すると2,000円を超える部分の8,000円について税額の控除が受けられるので、

実質の負担額は2,000円です。さらに、寄附をすると、自治体からお礼の品を受け取ることもできるので、実
質2,000円の負担で自治体からの特産物などをお礼の品を受けることができます。

 Ⅱ　ふるさと納税拡充
平成２７年度税制改正大綱が平成２７年１月に閣議決定されました。その中に「ふるさと納税の拡充」の措

置が盛り込まれました。
今回のふるさと納税の拡充のひとつに、「確定申告の簡素化」があります。確定申告を必要とする現在の
仕組みに、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。これにより、確定申告を行わない給与所得
者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の団体が本人に代わって控除手続きを行うようになります。この手
続きの簡素化により、ふるさと納税が一層身近なものになると予想されます。
平成２７年４月以降に寄附をした場合で、確定申告が不要な場合で、寄附先が５団体以下の場合には、確定

申告をしないで控除が受けられる制度ができる予定です。更に、上に掲載した寄付金上限が２倍になるため、
今までの倍の額を寄付することが可能になります。

 Ⅲ　ふるさと納税の特典
ふるさと納税は、寄附した自治体から特産品などのお礼の品をいただけるということも楽しみのひとつで

す。地域色豊かな特産品が送られてきます。カタログが送られてきて希望の特産物を選択する仕組みの自治
体もあり、内容も充実しています。
自治体としても、ふるさと納税により財源が豊かになり、さらに特産品を生かした地場産業の発展にもつ
ながるでしょう。いままで、税金に興味をもっていなかった人が興味をもつこともあるでしょう。
寄附の方法等については自治体で異なりますので、各自治体のホームページなどでご確認ください。ま

た、ふるさと納税を特集したサイトなどもあります。

ふるさと納税について
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第３回 理事会開催第３回 理事会開催 「婚活スイーツ＆ティーパーティー」開催「婚活スイーツ＆ティーパーティー」開催

青年部会新春研修会・新年会開催青年部会新春研修会・新年会開催

　３月１９日、第３回理事会を郡山ビューホテルアネックスで開催
した。有馬会長、郡山税務署 村本正浩副署長にごあいさつをい
ただき議事へ入った。議事では、平成２７年度事業計画（案）並びに
収支予算（案）承認の件、新入会員承認について上程され、異議
なく承認された。
　また、会員増強について
は、全法連会員増強表彰「最
優秀賞」、福利厚生制度につ
いては、全法連福利厚生制
度推進表彰をそれぞれ受賞
したことを報告した。

　３月１５日、第４回目となる婚活事業「婚活スイーツ
＆ティーパーティー」を、アンジェロ開成店で開催し
た。当日は、募集人数を上回る独身男女３８名（男性２
０名、女性１８名）が参加した。
　まずは、参加者の自己紹介。その後は男女４つの
グループに分かれてのトークタイム。１０分ごとに男
性が次のグループへと移動し、すべてのグループを
回って参加者全員と会話をしていただいた。初めは
緊張気味で会話が少なかったが、移動を重ねるごと
に緊張も解れ、非常に活気ある雰囲気となった。
　フリータイムでは、軽食やケーキを食べながら気
に入った相手を誘い、それぞれ楽しんでいる様子
だった。
　最後にマッチングタイムを行い、今回は８組のカッ
プルが誕生し、参加者スタッフ一同で祝福した。今
年度は３回婚活事業を実施し、２４組のカップルが誕
生した。来年度も引き続き多くの出会いの場をご提
供する予定でおりますので、結婚を真剣に考えてい
る方のご参加をお待ちしております。

　２月２６日、青年部会新春講演会を郡山ビューホテルで開催し
た。講演会に一般社団法人福島県薬剤師会の山口仁氏を迎え、
「薬物の乱用防止について」ご講演いただいた。
　薬物は世界の国々で深刻な社会問題となっている。薬物乱用
による幻覚や妄想が、本人のみならず周囲にまで被害を及ぼし
ている。中でも、危険ドラッグはそれぞれどんな成分でできてい
るのかがわからず、使用してみないと、どのような作用がでるか
がわからないことから、史上最悪の薬物とされている。
　「薬物乱用を防止するために正しい知識を身につけることが
大切だ。」と語った。
　参加者は薬物の恐ろしさ
を改めて再認識した。
　その後の新年会では、新
入会員１人１人に自己紹介
をしていただき、和やかに
親睦を深めていた。

理事会

青年部会新春研修会・新年会

トークタイム

マッチングタイム
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